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第６章 ⽕災調査 
 
 消防法においては、⽕災原因と⽕災損害の調査を消防⻑⼜は消防署⻑の責務と定めてい
る。⽕災が発⽣すると、消防⻑⼜は消防署⻑は、消⽕活動と同時にこれらの調査に着⼿す
ることとなっており、関係のある者に対する質問や、関係する官公署に対する必要事項の
通報の要求を⾏うことが可能となっている。また、⽕災原因と⽕災損害を調査するため
に、⽕災により破損された財産や破壊された財産の調査ほか、必要な資料の提出の命令、
報告の求め、消防職員による⽴入検査を⾏うことが可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係条文 

消防法第 31 条（⽕災の原因等の調査） 
消防法第 32 条（関係のある者に対する質問、官公署に対する通報の要

求） 
消防法第 33 条（⽕災による被害財産の調査） 
消防法第 34 条（資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の⽴⼊検査） 

 
 消防法では、⽕災の原因が放⽕⼜は失⽕の疑いがある場合であっても、⽕災原因調査の
主たる責任及び権限は消防⻑⼜は消防署⻑にあるとされている。⽕災の原因が放⽕⼜は失
⽕と認められる場合、消防の⽕災調査権と警察の捜査権とが競合する場合も考えられる
が、消防法では、これらの場合の消防、警察の相互協⼒について定めており、実際の⽕災
調査現場においても相互に協⼒しながら、調査、捜査が進められている。 
  

⽕災調査の状況（東京消防庁提供） 
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実況⾒分の状況（千葉市消防局提供） 

 

関係条文 
消防法第 35 条（放⽕又は失⽕の疑いのある場合の⽕災原因調査及び犯

罪捜査協⼒） 
消防法第 35 条の２（被疑者に対する質問、証拠物の調査） 

 
なお、消防庁⻑官は、消防⻑からの求めがあった場合や特に必要と認めた場合には、み

ずから⽕災調査を⾏うことができるとされている。 
 

関係条文 消防法第 35 条の 3 の 2（消防庁⻑官の⽕災原因の調査） 

 
この他、製品安全対策の観点から、特に製品⽕災に係る情報及び⽕災調査結果に関し

て、関係機関との情報共有等を通じた有効活用が求められている。 
このようにして調査された⽕災原因は、各種基準の改正等を通じて同種⽕災の再発防⽌

に活用されており、⽕災予防⾏政上の意義は極めて大きなものである。 
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鑑識の状況（千葉市消防局提供） 

 
危険物施設において発⽣した危険物の流出事故について、⽕災の発⽣するおそれのあっ

たものについては、市町村⻑等が当該事故の原因を調査することができることとなってい
る。この場合において、市町村⻑等には、所有者等に対する資料提出命令や報告の求めを
⾏う権限、消防職員を⽴ち入らせ、検査や質問を⾏わせる権限が与えられている。また、
消防庁⻑官は、⽕災の原因調査と同様に、市町村⻑等からの求めがあった場合には、みず
から調査を⾏うことができることとなっている。 
 

関係条文 消防法第 16 条の３の 2（危険物流出等の事故原因調査） 

 
  



36 

第７章 消防技術者 
 
１ 防火管理者 
  ⼀定規模以上の防⽕対象物には、防⽕対象物の⽕災安全に対する責任者としての防⽕

管理者を定めることが義務付けられている。 
  防⽕管理者の主たる業務は、消防計画の作成、消⽕・通報・避難の訓練の実施、消防

用設備等の点検及び整備、⽕気の使用⼜は取扱いに関する監督、避難⼜は防⽕上必要な
構造及び設備の維持管理、収容⼈員の管理、その他防⽕管理上必要な業務である。防⽕
管理者は、防⽕に関する講習の課程を修了した者等⼀定の資格を有する者で、かつ、防
⽕対象物において防⽕上必要な業務を適切に遂⾏できる地位を有する者のうち、管理権
原者から選任された者である。 

  防⽕管理者を選任した場合は、遅滞なく消防⻑または消防署⻑に届け出ることになっ
ており、これにより、消防機関と防⽕管理者が相互に連携し、防⽕対象物の⽕災予防の
実効性を⾼めようとしているものである。 

  防⽕管理者は、防⽕対象物の⽕災安全を確保する上で、中⼼的な役割を担う者であ
る。そのため、防⽕管理者が選任されていないときは、消防⻑⼜は消防署⻑は、管理権
原者に対し、防⽕管理者を選任することを命じることができる。また、適切な防⽕管理
が実施されていないときは適切に実施するよう命じることも可能である。 

 
関係条文 消防法第８条関係 
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２ 防災管理者 
  延べ⾯積が５万㎡以上の建物など⼀定規模以上の大規模・⾼層の防⽕対象物には、防

⽕対象物の⽕災以外の災害（地震、テロ災害等）に対する安全の責任者としての防災管
理者の配置が義務付けられている。 

  防災管理者の主たる業務は、防災管理に関する消防計画の作成、避難の訓練の実施、
その他防災管理上必要な業務である。防災管理者は、防災に関する講習の課程を修了し
た者等⼀定の資格を有する者で、かつ、防⽕対象物において防災管理上必要な業務を適
切に遂⾏できる地位を有する者のうち、管理権原者から、選任された者である。 

防災管理者を選任した場合は、遅滞なく消防⻑または消防署⻑に届け出ることになっ
ており、これにより、消防機関と防災管理者が相互に連携し、防⽕対象物の防災管理の
実効性を⾼めようとしているものである。 

防災管理者は、防⽕対象物の防災管理業務を⾏う上で、中⼼的な役割を担う者であ
る。そのため、防災管理者が選任されていないときは、消防⻑⼜は消防署⻑は、管理権
原者に対し、防災管理者を選任することを命じることができる。また、適切な防災管理
が実施されていないときは適切に実施するよう命じることも可能である。 
 なお、防⽕管理者と防災管理者は別の制度に基づく別の資格であるが、個々の防⽕対
象物においては相互に極めて密接な関係にあるので、⼀⼈の⼈物が両資格を取得して、
同⼀⼈を選任するように定められている。 

 

関係条文 消防法第 36 条第１項において準用する消防法第８条関係 
消防法第 36 条第２項 

 
３ 消防設備士 
  万が⼀の⽕災時に、消防用設備等が正しく作動するためには、基準に基づく適正な設

置がまず必要となる。このため、⽇本においては、消防用設備等の設置工事並びに整備
については、原則として、⼀定の資格を有する者しか⾏えないという制度になってい
る。この資格者を消防設備⼠と呼んでいる。 
 消防設備⼠には、大きく分けて工事・整備のすべてを実施できる甲種消防設備⼠と、
整備･点検のみが実施できる乙種消防設備⼠の２種に分かれている。 
 また、取扱いできる消防用設備等の種類に応じて、甲種は特類、第１類から第５類、
乙種は特類、第１類から第７類に区分されている。 
 資格を取得するには、都道府県知事が実施する各区分の試験に合格し、免状の交付を
受ける必要がある。免状の交付を受けた消防設備⼠は２年以内に設備⼠講習を受講する
義務があり、その後も５年以内ごとに受講する義務がある。 

 
関係条文 消防法第 17 条の５ 
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４ 消防設備点検資格者 
 ⼀定の構造、規模を有する防⽕対象物の関係者（所有者、管理者⼜は占有者）には、
当該防⽕対象物に設置されている消防用設備等が適切に警戒等を実施しているか、ま
た、万が⼀の災害発⽣時に有効に機能するかを点検し、消防⻑⼜は消防署⻑に報告する
ことが義務付けられている。 
 特に特定防⽕対象物で延べ⾯積 1,000 m2 以上の防⽕対象物、全域放出方式の二酸化炭
素消⽕設備が設置された防⽕対象物、非特定防⽕対象物で延べ⾯積 1,000 m2 以上の防⽕
対象物のうち所轄の消防⻑⼜は消防署⻑が指定する防⽕対象物、屋内階段（避難経路）
が１つの特定防⽕対象物にあっては、法令で定める有資格者（消防設備⼠、消防設備点
検資格者）に点検させることとされている。点検は機器点検と総合点検に区分され、機
器点検は６か⽉に１回、総合点検は１年に１回実施することとされている。また、その
結果を特定防⽕対象物にあっては１年に１回、非特定防⽕対象物にあっては３年に１回
所轄の消防⻑⼜は消防署⻑に報告することとされている。その点検項目、点検方法、適
否の判断基準等は法令に定められている。この消防用設備等の点検を実施する資格が消
防設備点検資格者であり、この資格は消防法で定められた国家資格である。この資格を
取得するには、総務大⾂⼜は消防庁⻑官に登録された講習機関が実施する講習の課程を
修了し、当該登録講習機関が発⾏する免状の交付を受ける必要がある。講習の受講のた
めには⼀定の実務経験等を有することが条件となっている。免状は⼀定の有効期間を有
するが、５年以内に法令改正や新技術､事故事例等を中⼼とした再講習を受講し、新た
な免状の交付を受けることにより資格を維持することができる。 

 
関係条文 消防法第 17 条の３の３ 

 
５ 防火対象物点検資格者 

⼀定の構造、規模を有する防⽕対象物の管理権原者には、防⽕管理が適正に実施され
ているかどうかを、防⽕対象物点検資格者に点検させ、その結果を１年に１回、消防⻑
⼜は消防署⻑に報告することが義務付けられている。 

  その点検項目、点検方法、適否の判断基準等は法令に定められている。 
  この防⽕対象物点検を実施できる資格が防⽕対象物点検資格者であり、この資格は消

防法で定められた国家資格である。この資格を取得するには、総務大⾂⼜は消防庁⻑官
に登録された講習機関が実施する講習の課程を修了し、当該登録講習機関が発⾏する免
状の交付を受ける必要がある。講習の受講のためには⼀定の実務経験等を有することが
条件となっている。免状は⼀定の有効期間を有するが、５年以内に法令改正や新技術､
事故事例等を中⼼とした再講習を受講し、新たな免状の交付を受けることにより資格を
維持することができる。 

 
関係条文 消防法第８条の２の２    
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６ 防災管理点検資格者 
  ⼀定の構造、規模を有する防⽕対象物の管理権原者には、防災管理が適正に実施され

ているかどうかを、防災管理点検資格者に点検させ、その結果を１年に１回、消防⻑⼜
は消防署⻑に報告することが義務付けられている。点検の対象となる災害は地震、テロ
災害等の事故である。 

  その点検項目、点検方法、適否の判断基準等は法令に定められている。 
 この防災管理点検を実施できる資格が防災管理点検資格者であり、この資格は防⽕対
象物点検資格者と同様に消防法で定められた国家資格である。 

 
関係条文 消防法第 36 条第１項において準用する消防法第８条の２の２ 

 
７ 統括管理者（自衛消防組織） 

 防⽕対象物において、実際に⽕災や地震が発⽣した時に、その対象物に勤務している
従業員等を指揮し、被害の軽減に努めるため、⼀定規模以上の防⽕対象物には、自衛消
防業務に関する資格を有する者（自衛消防業務に関する講習を修了した者等）を統括管
理者として配置することが義務付けられている。 

 
関係条文 消防法第８条の２の５ 
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８ 危険物取扱者 
  危険物施設において、危険物を取扱うためには、⼀定の資格を有する者自⾝か、その

資格者の⽴会のもとで取扱う必要があることとされている。この資格者を危険物取扱者
と呼んでいる。 
 危険物取扱者は大きく、甲種、乙種、丙種の三つに区分され、甲種危険物取扱者はす
べての危険物を取扱うこと及び⽴会することができる。乙種危険物取扱者は第１類から
第６類に区分された各区分の危険物を取扱うこと及び⽴会することができる。丙種危険
物取扱者は、第４類の危険物のうちガソリン等の⼀部の指定された危険物の取扱いをす
ることができるが、⽴ち会って無資格者に取扱わせることはできない。丙種は営業用の
ガソリンスタンド等の従業員のために、特に制度化された資格である。 
 資格を取得するには、都道府県知事が実施する各区分の試験に合格し、免状の交付を
受ける必要がある。免状の交付を受けた危険物取扱者は３年以内に保安講習を受講する
義務があり、その後も５年以内ごとに講習を受講する義務がある。ただし、実際に危険
物の取扱い等に従事していない場合は、受講の義務はない。 

 
関係条文 消防法第 13 条、消防法第 13 条の２ 

 
9 予防技術資格者 
  近年、防⽕対象物や危険物施設が多様化、複雑化、大規模化が著しく、消防の規制に

ついて、消防用設備等や危険物施設に係る基準の性能規定化、違反処理の推進、防⽕対
象物点検報告制度の導入などにより、より専門化・⾼度化がすすんでいる。 

このような状況に対応するため、消防職員には、⾼度に専門化された⽕災予防の知識
や技術が求められるようになった。 

そのため、消防庁⻑官が定める予防業務の専門家に関する資格制度が創設され、目標
とすべき消防⼒の整備水準を示した「消防⼒の整備指針」において、この資格を有する
職員を各消防機関に配置することが定められた。 
 ⼀定の講習の課程を修了した消防職員、大学等において⼀定以上の専門的教育を受け
た者等で、消防庁⻑官が実施する資格試験（予防技術検定）に合格し、更に消防職員と
して⼀定の実務経験を積んだ者が、消防⻑によって予防技術資格者として認定されるこ
ととなる。予防技術資格者は、⽕災予防⾏政を担う中⼼的職員として活動することによ
り、防⽕対象物、危険物施設等の安全確保に貢献することが期待されている。 

 
関係条文 消防⼒の整備指針（2000 年消防庁告⽰第１号）第 32 条第３項 
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予防技術資格者の種類 
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参考資料（統計関係） 
 
市町村の消防組織の状況（令和４年消防白書から） （各年４⽉１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
（備考）「消防防災・震災対策現況調査」及び「消防本部及び消防団に関する異動状況の報告」により作成 

 
消防職団員数の推移（令和４年消防白書から） （各年４⽉１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考）１ 「消防防災・震災対策現況調査」により作成 
    ２ 東⽇本大震災の影響により、平成 23 年の岩⼿県、宮城県及び福島県の消防職員数及び消防団員数につい

ては、前年数値（平成 22 年４⽉１⽇現在）により集計している。 
    ３ 東⽇本大震災の影響により、平成 24 年の宮城県牡⿅郡⼥川町の数値は、前々年数値（平成 22 年４⽉１

⽇現在）により集計している。 

 
消防設備⼠の数（令和4年消防白書から） （令和４年３⽉31日現在） 

 

 
 
 
 
 

（備考）1 「危険物取扱者消防設備士試験・免状統計表」により作成 
    2 設備士の数は、免状作成件数の累積である。 
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危険物取扱者保安講習受講者及び危険物取扱者免状の種類別内訳（令和４年消防白書から） （各年度） 

 
 
 
 
 
 
 
（備考） 「危険物規制事務調査」により作成 

 
⽕災の推移と傾向（令和４年消防白書から） （各年中） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考）１ 「火災報告」により作成。 
    ２ 各年の数値は、１⽉〜 12 ⽉に発⽣した火災を集計したもの。 
    ３ 「出火件数」、「死者数」は左軸を、「建物焼損床面積」、「損害額」は右軸を参照。 
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住宅⽕災の件数及び死者の推移（放⽕自殺者を除く）（令和４年消防白書から） （各年中） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考）１ 「火災報告」により作成 
    ２ 「住宅火災の件数（放火を除く。）」、「住宅火災による死者数（放火自殺者等を除く。）」、「住宅火災による

高齢者死者数（放火自殺者等を除く。）」については左軸を、「65 歳以上の高齢者の割合」については右
軸を参照 




